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吉賀町農業委員会告示第 11 号

吉賀町農業委員会を次のとおり招集する。

齋藤　学

1 日時

2 場所 吉賀町役場　柿木庁舎　２階大会議室

第 32 回吉賀町農業委員会会議録

応 招 委 員 会長 斎藤学 代理 三井利民

2番 藤井和子 3番 森下保 4番 尾﨑勝典 5番 正木潤一

6番 河野達 7番 山吹寛 8番 田淵文雄 9番 見川恒栄

10番 田村薫平 11番 河口貴哉

農 地 利 用 潮民雄 茅原忠夫 河野雅俊 近藤彰彦

最 適 化 齋藤一政 田中一成 橋本俊郎 房崎主税

推 進 委 員 三浦浩明 右田巧 本廣順保

なし
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会長

事務局長 堀田　雅和 事務局員

議長は 9時00分 開会を宣告

　議長は 9時10分 閉会を宣告

　　別紙のとおり

田村薫平 河口貴哉

本回に職務のために出席し
たものの職氏名

欠 席 委 員

出 席 委 員

備　　　考

農業委員

農業委員

農業委員

開      会

閉      会

本回提出議案及び日程

議事録署名委員の指名

会期の決定

開      議

招集年月日

招集の場所

不応招委員

欠　　　員

本回の議長

令和5年12月8日

令和5年12月21日

令和5年12月21日

令和5年12月21日

令和5年12月21日

吉賀町役場　柿木庁舎　２階大会議室

齋藤学

吉賀町農業委員会　会長

齋藤　真央



第 32 回農業委員会

（ 通算第 221 回）

令和5年12月21日

吉賀町役場　柿木庁舎　２階大会議室

開会

会長挨拶

議案

議案第1号 農業経営基盤強化促進法に基づく 農地利用集積計画の承認について
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本日の欠席の方は、 山吹委員さ ん、 潮委員さ んで、 房﨑委員、 橋本委員さ ん

で、 農業委員さ ん１ ２ 名の内１ １ 名出席と いう 事で、 会議が成立し て いる こ と

を 、 ご 報告いた し ま す。  

 それでは、 会長にご 挨拶いた だいて 、 引き 続き 、 議長と し て 議案審議に移っ

て いた だけ た ら と 思いま すので、 よ ろ し く お願いし ま す。  

 

議事録署名委員と し て 田村委員、 河口委員を 指名し ま す。  

 

議案第１ 号 農業経営基盤強化促進法に基づく 農地利用集積計画の 承認につ

いて 、 を 議題と いた し ま す。 事務局、 説明を お願いし ま す。  

 

議案第１ 号について 説明し ま す。  

こ の農用地利用集積計画と いう のは農地に利用権を 設定する も のにな り ま

す。  

基盤法の審査基準によ り 、耕作すべき 農地のすべて を 効率的に利用し て 耕作

を 行う と 認めら れる こ と 、 農業に対し 意欲と 能力があ る こ と 、 な ど ご 審議いた

だければと 思いま す。  

新規のみ読み上げま す。  

≪読み上げ≫ 

以上ご 審議を お願いし ま す。  

 

 それでは、ご 意見等あ り ま すれば、挙手を も っ て よ ろ し く お願いいた し ま す。 

 ご 意見はあ り ま せんか？ 

 はい、 そ れではご 意見がな いよ う ですので新規およ び再設定につき ま し て 、

全体を 通し て 承認の審議を お願いし ま す。  

 それでは、議案第１ 号につき ま し て 、賛成の農業委員さ んの挙手を 求めま す。 

 はい、全員賛成でご ざ いま すので、こ の案件につき ま し て は認可さ れま し た 。 

 

報告第 1 号 農地法第 18 条第 6 項の規定によ る 届出について 、 事務局よ り 説

明お願いし ま す 

 

3 ページ を ご 覧く ださ い。 こ の農地法第 18 条第 6 項の届出は、 農地の貸し

借り がさ れて いた も のが合意解約さ れた 案件の届出です。  

１ 番は○で、 〇〇さ んの農地が○○さ んから 返却さ れま し た 。  
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２ 番は○で、 同じ く ○○さ んの農地が○○さ んから 返却さ れま し た 。  

ど ち ら も 理由は他の人に譲り 渡すた めだそ う です。  

３ 番は○で、 ○○さ んの農地が○○さ んから 返却さ れま し た 。  

理由は高齢化のた めだそ う です。  

以上で説明を 終わり ま す。  

 

 

報告第 2 号 農地改良届の報告について 、 事務局よ り 報告を お願いし ま す。  

 

報告第 2 号について 、 農地改良届が提出さ れま し た ので報告し ま す。  

 場所は○、面積○㎡と ○、面積○㎡で改良前の用途は畑、改良後の用途は畑、

改良内容及び理由は、 水はけ改善のた め、 かさ 上げする 、 と いう も のです。 工

事着工後に届を 出さ れま し た 、 一筆はすでに完成し て おり ま すが、 も う 一筆は

完成時期は未定だそ う です。 届出人は○○さ んです。  

以上です。  

 

以上ご 報告いた し ま す。  

 

以上、 本日の提出し ま し た 議案につき ま し て 、 終了し ま す。  

 

午前 ９ 時 １ ０ 分閉会  

 


